
平成 30 年度岩手県後発医薬品安心使用促進協議会 
 
              日 時 平成 31 年 2 月 4 日（月）15 時～ 
              場 所 エスポワールいわて イベントホール 
 
 

次    第 
 
１ 開       会 
 
 
２ あ い さ つ  
 
 
３ 委 員 紹 介  
 
 
４ 会 長 選 出  
 
 
５ 議 事 
 
 (1) 後発医薬品の安心使用促進に係る国の取組等について(報告) 

 
 
(2) 後発医薬品の安心使用促進に係る取組について(報告・意見交換) 
 
 
(3)ジェネリック医薬品の使用促進に向けた各種分析について（情報提供） 
 
 
(4) その他 

 
 
６ 閉 会 
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岩手県後発医薬品安心使用促進協議会設置要綱 
平成 21 年 1 月 23 日制定 
平成 28 年 6 月 23 日一部改正 

（設 置） 
第１ 後発医薬品に係る理解を深め、患者及び医療関係者が安心して後発医薬品を使用す

ることができるよう使用環境の整備等を図るため、岩手県後発医薬品安心使用促進協

議会（以下「協議会」という。）を置く。 
 （所掌事務） 
第２ 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。 
 (1) 後発医薬品の使用状況等の現状把握に関すること 

(2) 後発医薬品の使用環境の整備等に関すること 
 (3) 後発医薬品に係る情報交換、啓発に関すること 

 (4) その他後発医薬品の適正使用に関すること 
（組 織） 

第３ 協議会の委員は、１５名以内で組織する。 
２ 委員は、次に掲げる者のうちから知事が委嘱する。 
(1) 学識経験を有する者 
(2) 医師会、歯科医師会及び薬剤師会から推薦を受けた者 

(3) 病院等から推薦を受けた者 

(4) 医薬品卸売業者団体から推薦を受けた者 
(5) 後発医薬品販売業者団体から推薦を受けた者 
(6) 消費者の代表者 
(7) 保険者の代表者 
(8) その他関係者 
（役 職） 

第４ 協議会に会長及び副会長を置く。 
２ 会長は、委員のうちから互選する。 
３ 会長は、会務を総理し会議の議長となる。 
４ 副会長は、委員のうちから会長が指名する。 
５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、又は会長が欠けたときは副会長が

その職務を代理する。 
 （会 議） 
第５ 知事は、必要に応じて会議を招集する。 
２ 協議会は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聞く

ことができる。 
 （任 期） 
第６ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠により委嘱した委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 
 （庶 務） 
第７ 委員会の庶務は、保健福祉部健康国保課において処理する。 
 （補 則） 
第８ この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。 

附  則 
この要綱は、平成 21 年 1 月 23 日から施行する。 
附  則 

 この要綱は、平成 28 年 6 月 23 日から施行する。 
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